
1 令和6年5月9日（木曜日） （第18057号）東　京　都　公　報

目

次

▷

令
和
六
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
四

月
二
十
二
日

多
摩
市
大
字
和

田
字
四
号
三
百

三
十
一
番
一
の

一
部
、
同
番
一

地
先
、
三
百
三

十
三
番
の
一
部

及
び
三
百
三
十

四
番
一

延
長二

一
・
三
三

幅
員

五
・
〇
五

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂
　
木
　
竜
　
一

一
　
対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

多
摩
市
永
山
三
丁
目
九
番
の
一
部

令
和
六
年
三
月
二

十
八
日

二
　
認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…	
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…	

一

訓
　
　
　
令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規

　
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

二

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
九
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
東
村
山
市
富
士

見
町
四
丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合

物



2令和6年5月9日（木曜日）（第18057号） 東　京　都　公　報

訓
　
　
　
令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
教
育
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令

和
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
令
和
六
年
五
月
九
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
九
条
第
二
項
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十

三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九

条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
企
画
調
整
担
当
部
長
」
を

「
デ
ジ
タ
ル
推
進
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

　
　
附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
教
育
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
の

規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

起点

東村山市富士見町四丁目2番18

2番252番28

1番33

1番1

1番61

2番29

1番54

道

道

1番55

別 図

N

【凡例】

単位区画

筆境界

敷地境界

形質変更時要届出区域

【起点】

起点は、東村山市富士見町四丁目2番18

の最北端とする。

【格子の回転角度（　2度　0分　0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びに

これらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されている格子を、起点を

中心として、右回りに回転させた角度を示す。
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